
近
年
、
少
子
高
齢
化
に
伴
い
、

労
働
者
の
確
保
の
た
め
に
企
業
の

定
年
制
度
が
見
直
さ
れ
、
高
年
齢

労
働
者
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
障
害
の
あ
る
方
や
外
国

人
労
働
者
な
ど
多
様
な
労
働
者
が

就
労
す
る
事
業
場
も
増
加
し
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
職
場

で
の
転
倒
災
害
も
年
々
増
加
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
２
０
１
５
年
１

月
よ
り
毎
年
「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
転
倒

災
害
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
称
し
て
、

転
倒
災
害
防
止
に
向
け
た
取
組
み

が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
取
組
み
は
、
職
場
に
お
け

る
転
倒
リ
ス
ク
の
総
点
検
と
、
必

要
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
で
、
職

場
の
安
全
意
識
を
高
め
、
安
心
し

て
働
け
る
職
場
環
境
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

転
倒
災
害
の
主
な
原
因
は
、
大

き
く
３
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

「
滑
り
」

・
床
が
滑
り
や
す
い
素
材
で
あ
る
。

・
路
面
が
凍
結
し
て
い
る
。

・
床
に
水
や
油
が
飛
散
し
て
い
る
。

・
ビ
ニ
ー
ル
や
紙
な
ど
、
滑
り
や

す
い
異
物
が
床
に
落
ち
て
い
る
。

「
つ
ま
ず
き
」

・
床
に
凹
凸
や
段
差
が
あ
る
。

・
床
に
荷
物
や
商
品
な
ど
が
放
置

さ
れ
て
い
る
。

「
踏
み
外
し
」

・
大
き
な
荷
物
を
抱
え
る
な
ど
、

足
元
が
見
え
な
い
状
態
で
の
作
業

を
し
て
い
る
。

転
倒
災
害
を
防
ぐ
に
は
、
災
害

が
多
い
場
所
や
環
境
、
行
動
か
ら

原
因
を
探
り
、
対
策
を
講
じ
ま
す
。

「
４
S
（
整
理
・
整
頓
・
清
掃
・

清
潔
）
」

・
歩
行
場
所
に
物
を
放
置
し
な
い
。

・
床
面
の
汚
れ
（
水､

油､

粉
な
ど
）

を
取
り
除
く
。

・
床
面
の
凹
凸
や
段
差
を
解
消
す

る
。

転
倒
し
に
く
い
作
業
方
法

・
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
行
動
す

る
。

・
滑
り
や
す
い
場
所
で
は
小
さ
な

歩
幅
で
歩
行
す
る
。

・
足
元
が
見
え
に
く
い
状
態
で
作

業
し
な
い
。

そ
の
他
の
対
策

・
移
動
や
作
業
に
適
し
た
靴
の
着

用
す
る
。

・
職
場
の
危
険
マ
ッ
プ
を
作
成
し
、

危
険
情
報
を
共
有
す
る
。

・
転
倒
危
険
場
所
に
ス
テ
ッ
カ
ー

な
ど
で
注
意
喚
起
を
行
う
。

『
転
倒
災
害
防
止
の
た
め
の
チ
ェ
ッ

ク
シ
ー
ト
』
（
別
表
参
照
）
を
活

用
す
る
と
、
改
善
箇
所
と
対
策
を

い
ち
早
く
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
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前
掲
の
条
文
は
、
使
用
者
が
労
働

者
に
対
し
て
次
の
法
令
等
を
周
知
す

る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い

ま
す
。

①

労
働
基
準
法
、
労
働
基
準
法
に

基
づ
く
命
令
（
労
働
基
準
法
施
行
規

則
、
年
少
者
労
働
基
準
規
則
、

女
性

労
働
基
準
規
則
、

事
業
附
属
寄
宿
舎

規
程
、

建
設
業
附
属
寄
宿
舎
規
程
）

の
要
旨
（
※
１
）

②

就
業
規
則
（
全
文
）

③

各
種
労
使
協
定
（
締
結
し
て
い

る
場
合
に
限
り
ま
す
。
）

ａ
．
貯
蓄
金
管
理
に
関
す
る
協
定

（
１
８
条
２
項
）

ｂ
．
賃
金
控
除
に
関
す
る
協
定
（
２

４
条
１
項
た
だ
し
書
き
）

ｃ
．
1
力
月
単
位
の
変
形
労
働
時
間

制
に
関
す
る
協
定
（
３
２
条
の
2
第
１

項
）

ｄ
．
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
関
す

る
協
定
（
３
２
条
の
3
第
1
項
）

ｅ
．
1
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制

に
関
す
る
協
定
（
３
２
条
の
4
第
１
項
）

ｆ
．
1
週
間
単
位
の
非
定
型
的
変
形

労
働
時
間
制
に
関
す
る
協
定
（
３
２

条
の
5
第
１
項
）

ｇ
．
一
斉
休
憩
の
適
用
除
外
に
関
す

る
協
定
（
３
４
条
２
項
た
だ
し
書
き
）

ｈ
．
時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
に
関

す
る
協
定
（
３
６
条
１
項
）

ｉ
．
代
替
休
暇
付
与
に
関
す
る
労
使

協
定
（
３
７
条
3
項
）

ｊ
．
事
業
場
外
労
働
に
関
す
る
協
定

（
３
８
条
の
2
第
2
項
）

ｋ
．
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
に
関
す

る
協
定
（
３
８
条
の
3
第
１
項
）

ｌ
．
時
間
単
位
年
休
に
関
す
る
労
使

協
定
（
３
９
条
4
項
）

ｍ
．
年
休
の
計
画
的
付
与
に
関
す
る

協
定
（
３
９
条
6
項
）

ｎ
．
年
休
取
得
日
の
賃
金
を
健
康
保

険
の
標
準
報
酬
月
額
の
３
０
分
の
１

相
当
で
支
払
う
制
度
に
関
す
る
協
定

（
３
９
条
9
項
た
だ
し
書
）

④

企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
に
か

か
る
労
使
委
員
会
の
決
議
内
容
（
３

８
条
の
4
第
1
項
）
労
使
委
員
会
の
上

記
③
ｃ
～
ｎ
の
協
定
に
代
わ
る
決
議

の
内
容
（
３
８
条
の
4
第
5
項
）

⑤

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制

度
に
関
す
る
労
使
委
員
会
の
決
議
内

容
（
４
１
条
の
２
第
1
項
）

周
知
方
法
は
労
働
基
準
法
施
行
規

則
第
５
２
条
の
2
に
規
定
さ
れ
て
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
周
知

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

①

常
時
各
作
業
場
（
※
２
）
の
見

や
す
い
場
所
に
掲
示
、
ま
た
は
備
え

付
け
る
。

②

書
面
で
交
付
す
る
（
印
刷
物
お

よ
び
複
写
し
た
書
面
も
含
む
）
。

③

磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録

し
、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が

当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き

る
機
器
を
設
置
す
る
（
容
易
に
当
該

記
録
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
）
。

法
令
改
正
や
就
業
規
則
変
更
に
対

応
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
①
ま

た
は
③
の
方
法
が
お
勧
め
で
す
。

（
※
１
）

容
易
に
理
解
が
で
き
る
よ

う
抜
き
出
し
て
整
理
し
た
も
の

（
※
２
）

作
業
場
と
は
、
事
業
場
内
に

お
い
て
作
業
の
行
わ
れ
て
い
る
個
々
の
現

場
を
い
い
、
主
と
し
て
建
物
別
等
に
よ
っ

て
判
別
さ
れ
ま
す
（
昭
２
３
・
4
・
5
基

発
第
５
３
５
号
）
。

1
２
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
源
泉
徴
収
税
額
・
住
民
税
特
別

徴
収
税
額
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

２
0
日

○
特
例
に
よ
る
源
泉
徴
収
税
額
の

納
付
（
前
年
７
月
～
1
２
月
分
）

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

２
月
１
日

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
４
日
未
満
、
１
０
月
～
１

２
月
分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
労
働
保
険
料
の
納
付
（
延
納
第

3
期
分
）
［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
法
定
調
書
（
源
泉
徴
収
票
・
報

酬
等
支
払
調
書
・
法
定
調
書
合
計

票
）
の
提
出

［
税
務
署
］

○
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
（
1

月
1
日
現
在
の
も
の
）［

市
区
町
村
］

○
個
人
の
道
府
県
民
税
・
市
町
村

民
税
の
納
付
（
第
４
期
分
）

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

本
年
最
初
の
給
料
の
支
払
を
受

け
る
日
の
前
日
ま
で

○
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申

告
書
の
提
出

［
給
与
の
支
払
者
］

○
本
年
分
所
得
税
源
泉
徴
収
簿
の

書
換
え

［
給
与
の
支
払
者
］
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今
年
度
の
社
労
士
試
験
受
験
料

が
現
行
の
９
０
０
０
円
か
ら
１
万

５
０
０
０
円
に
引
き
上
げ
る
政
令

案
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
価
格
の

『
適
正
化
』
を
図
る
そ
う
で
す
。

『
値
上
げ
』
と
表
現
し
な
い
の
で

す
ね
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail：
fujita.office-1@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・075-611-5300
FAX・075-606-1906

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

一
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

労
基
法
１
０
６
条
第
１
項
（
条
文
）

法
令
等
の
周
知
義
務
と
周
知
事
項

「使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、

第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第

一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二

条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、

第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一

項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定す

る協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項（第四十一条

の二第三項において準用する場合を含む。）並びに第四十一条の

二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示

し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働

省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。」

周
知
方
法


